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チョイソコふそう本格運行第 1 期運行計画（2024 年 10 月～2025 年 9 月） 

 

１ 目的 

 

２ 運行形態 

 

３ 運行区域および運行区間 

 

４ 事業主体 

・実施体制としては、扶桑町（事業主体）、株式会社アイシン（サービス提供者）

及び運行事業者（運行主体）の三者にて協定を結び事業を実施していく。 

 

５ 利用対象 

・会員登録申込書を株式会社アイシンに送付するか、またはインターネット登録

により会員登録することができる。 

（１）高齢者等の外出支援・促進 

  ・エリアスポンサー制度による地域事業者や町の高齢者等向け事業との

連携 

  ・会員誌「チョイソコ通信」の発行によるイベント・お出かけ情報の発

信  

（２）町民の生活に必要な移動手段の確保 

チョイソコふそう（以下「チョイソコ」という。）会員登録申込書を株式会社

アイシンへ提出し、書面にて利用開始の連絡を受けた者（以下「会員」とい

う。）及びその介助者又は、同行者とする。 

事業主体は、扶桑町、株式会社アイシン及び運行事業者とする。 

 

道路運送法第４条に基づく一般乗合旅客自動車運送。 

利用者からの事前予約で運行区域内の停留所から停留所までを運行するデマ

ンド型の区域運行方式。 

運行区域 

扶桑町全域 

運行区間 

① 扶桑町内の停留所間 

② 扶桑町内の停留所と江南厚生病院に設置した停留所を結ぶ区間 



2 

 

６ 会員条件 

・町内在住とは、会員登録時点で扶桑町に居住しているものとし、会員が町外へ

転出した場合には、会員からの連絡に基づき、その時点で会員登録を抹消する

ものとする。 

・小学生以上の者とは、会員登録時点で小学生以上の者をいう。 

・介助が必要な会員は、介助者を同行できるものとする。なお、介助者は上記に

規定する会員条件を満たさなくてもよいものとする。 

・中学生以下の者については、保護者の同意のもと会員登録を行うものとする。 

・小学生の利用については、保護者が利用予約を行うことを基本とする。 

・未就学児については、会員である保護者と同行する場合に限って利用できるも

のとする。 

・町は、必要に応じて住民情報等をもとに会員条件の確認を行うものとする。 

 

７ 運行日・運行時間 

・運行日は、下記を除く日とする。 

（１）土曜日及び日曜日 

（２）祝日 

（３）年末年始等、事業主体が別に定めた日 

（４）その他、天候条件や災害など安全な運行に支障がある日 

・運行時間は、午前８時から乗車ができ、午後４時までに降車ができる時間とす

る。 

 

８ 移動ルール 

 

 

運行日は平日とする。 

運行時間は午前８時から午後４時までとする。 

停留所間の移動のみ可能とする。 

次の（１）（２）（３）の条件の全てを満たす者 

（１）町内在住の小学生以上の者 

（２）自分で、又は保護者もしくは介助者の補助により、コールセンターへ

の連絡又はインターネットによる申込みができる者 

（３）自分で、又は保護者もしくは介助者の補助により、停留所への移動及

び車両への乗降ができる者（車いすでの利用は不可） 

その他、町長が必要と認めた者 
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９ 停留所 

・住宅地停留所とは、町内の任意の場所に設置する停留所で、地域住民の利便性

及びチョイソコの運行効率及び安全性を考慮し、地域住民との合意をもとに

設置する停留所とする。 

・公共施設等停留所とは、町が指定する公共施設等に設置する停留所とする。 

・事業者停留所とは、スポンサー契約への申込みがあった事業者（協会、組合等

の団体も含む）が指定する町内に存在する事業者施設の所在地に設置する停

留所及び江南厚生病院に設置する停留所とする。 

 

１０ 運賃 注）運賃については扶桑町地域公共交通運賃料金協議会において 

        承諾済み。（２）江南厚生病院までの運賃について本会議にて

協議する。 

・運賃は定額制とし、乗車時に現金又は電子決済（交通系 IC）により当該運賃

を支払うものとする。 

・障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている者をいう。 

・未就学児の運賃は、座席を専有しない場合に限り無料とし、座席を専有する場

合は、高齢者等の運賃に準ずるものとする。 

 

 

 

チョイソコの乗降できる場所として、下記のとおり停留所を設置する。なお、

停留所以外での乗降は不可とする。 

（１）住宅地停留所  

（２）公共施設等停留所 

（３）事業者停留所 

（１）扶桑町内（乗車・降車がともに扶桑町内の場合）  

・運賃は、１乗車につき１人３００円の定額とする。 

・ただし、小学生、６５歳以上の高齢者、障害者及びその介助者（以下 

「高齢者等」という。）の運賃は、１乗車につき１人２００円の定額と 

し、未就学児（座席を専有しない場合に限る。）は無料とする。 

（２）江南厚生病院（乗車・降車のどちらかが江南厚生病院の場合） 

・運賃は、１乗車につき１人８００円の定額とする。 

・ただし、高齢者等の運賃は、１乗車につき１人５００円の定額とし、 

未就学児（座席を専有しない場合に限る。）は無料とする。 

 ※ 運賃には消費税及び地方消費税を含む 
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１１ 運行車両 

・本運行車両は、町から運行事業者に無償貸与する車両（ハイエースウェルジョ

イン１０人乗り／運転手１人・乗客８人）２台とする。 

・予備車両は、運行事業者が用意するものとする。 

・運行事業者は、上記の車両を用いて道路運送法第４条の規定に基づき、有償に

よる一般乗合旅客自動車運送を行う。 

・予備車両をセダンとする場合は複数車両による並走運行でも可能とする。 

 

１２ 乗車受付 

・乗車受付可能日時は以下のとおりとする。 

（１）電話の場合は、平日の午前８時から午後４時までとする。ただし、年末年

始等、事業主体が別に定めた日を除く。 

（２）インターネットの場合は、年中無休とする。ただし、事業主体が別に定め

た日を除く。 

 

１３ 停留所設置・廃止ルール 

（１）設置手続 

・事業者停留所は、設置を希望する事業者（協会、組合等の団体を含む）が事

業主体へ申し込むものとする（江南厚生病院を除く）。 

・停留所の安全等に配慮し、設置するものとする。 

・停留所の設置を行った場合は、直近の交通会議で報告するものとする。 

＜新規設置イメージ＞ 

８月 

 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

手続    

 周知期間   

  停留所運用 

運行する車両は、本運行車両２台及び予備車両とする。 

チョイソコの利用を希望する会員は電話もしくはインターネットにて、利用

希望日の２週間前（インターネットの場合は１週間前）から利用希望時間の

３０分前（利用希望時間が午前８時３０分より前の場合は前日）までに、会

員番号、利用希望日時、乗降希望停留所、同行者の有無を伝えるものとする。 

停留所の設置を行う場合は、事業主体が承認したもののみ設置できるものと

する。 

毎月月末までに手続きが完了した停留所については、翌々月１日より設置で

きるものとする。 
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（２）廃止手続 

・事業者停留所は、廃止を希望する事業者が事業主体へ申し出るものとする。な

お、事業主体は、廃業等、その他不測の事態により廃止を判断することができ

るものとする。 

・廃止については会員の利便性を損なうものとなるため慎重に判断するものと

する。 

・停留所の廃止を行った場合は、直近の交通会議で報告するものとする。 

＜廃止イメージ＞ 

８月 ９月 

廃止月 

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

廃止月 

４月 ５月 

手続完了         

  周知期間   

        停留所廃止 

 

１４ チョイソコ通信 

 

 

 

※江南市の公共交通に与える影響について、引き続き検証していく。 

停留所の廃止を行う場合は、事業主体が承認したもののみ廃止できるものと

する。 

３月又は９月（以下「廃止月」という。）の末日までに手続きが完了した停留

所については、翌廃止月をもって廃止できるものとする。  

停留所運用期間が６カ月未満の停留所については、利用者の利便性を考慮し、

原則廃止できないものとする。ただし、以下に該当する停留所については、

この限りではない。 

（ア）短期的なイベント（季節限定のイベント等）のために設置された停留

所  

（イ）その他廃止すべき特別な事由が認められる停留所 

事業主体は、原則１ヶ月に１回程度、会員に対する広報誌「チョイソコ通信」

を送付するものとする。  

記載内容は、停留所の設置及び廃止、イベント情報等、その他事業主体が必

要と判断するものとする。 



江南市地域公共交通運賃料金協議会設置要綱 

 

制定令和６年１月１日 

 

（設置） 

第１条 江南市地域公共交通運賃料金協議会（以下「運賃料金協議会」という。）は、道路

運送法（昭和 26 年法律第 183 号）の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生

活に必要なバス等の旅客運送に係る運賃及び料金（以下「運賃等」）を協議するため設置

する。 

 

（協議事項） 

第２条 運賃料金協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１）地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送に係る運賃等に

関する事項 

（２）その他運賃料金協議会が必要と認める事項 

 

（運賃料金協議会の構成員） 

第３条 運賃料金協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命するものと 

する。 

（１）市長の指名する職員 

（２）愛知県知事の指名する職員 

（３）当該運賃等を定めようとする一般旅客自動車運送事業者 

（４）愛知運輸支局長の指名する職員 

（５）利用者の代表者（区長代表又は老人クラブ連合会代表） 

（６）その他運賃料金協議会で必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から 2年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（運賃料金協議会の運営） 

第５条 運賃料金協議会に会長及び副会長をおき、会長は、委員の互選によりこれを定め、

副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

２ 会長は、運賃料金協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

４ 運賃料金協議会の会議は会長が招集し、議長となる。 

５ 運賃料金協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができ

ない。 

６ 委員は、事故その他やむを得ない事由により、運賃料金協議会の会議に出席できないと

きは、あらかじめ、その旨を会長に届け出て、代理人を出席させることができる。 

７ 運賃料金協議会の議決の方法は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議
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長の決するところとする。 

８ 運賃料金協議会の会議は原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、会長は、会議に諮って公開しないことができる。 

（１）江南市情報公開条例（平成 15年条例第 2号）第 7条に規定する不開示情報が含まれ

る事項に関して調査又は審議するとき。 

（２）会議を公開することにより、当該会議の円滑かつ公正な運営に著しい支障が生じると

認められるとき。 

９ 運賃料金協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（書面開催） 

第６条 会長は、緊急を要する事項又は会長が必要と認めたものについては、事業の概要を

記載した書面を委員に送付し賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることがで

きる。 

２ 前項の場合において、会長は、その結果を次回の会議において報告するものとする。 

 

（傍聴） 

第７条 運賃料金協議会の会議を傍聴しようとする者は、会議が開始される５分前までに、

江南市地域公共交通運賃料金協議会傍聴人受付簿（様式第 1）に住所、氏名及び年齢を記

入しなければならない。 

２ 議長は、傍聴人が、会議の秩序を乱し、又は妨げとなるような行為をするとき、その他

会議の円滑な進行を図るために議長が指示する事項に従わないときは、退場を命ずること

ができる。 

３ 議長は、会議室の状況を勘案し、傍聴しようとする者の入室を制限し、又は入室中の傍

聴人を退室させることができる。 

 

（庶務） 

第８条 運賃料金協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

 

（協議結果の取扱い） 

第９条 運賃料金協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

２ 運賃料金協議会において協議が調った事項は、江南市地域公共交通会議に報告する。 

 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、運賃料金協議会の運営に関して必要な事項は、会

長が運賃料金協議会に諮り定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年 1月 1日から施行する。 

    

 

 



 

様式第 1（第７条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

江南市地域公共交通運賃料金協議会傍聴人受付簿 

 

 

整理番号          

 

氏  名 年 齢 住   所 

   

 

 


